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A 戦後日本の動物愛護―動物（犬・猫）愛護運動と動物保護管理行政―1947－
2000 

 
本論文は、占領期から半世紀の日本における動物愛護運動に関する、はじめての総括的

な研究である。この主題に関しては、社会史、畜産学、法学などの分野でも、先行研究は

なお皆無に等しく、一次資料の精査もなされておらず、全体像の把握を試みた前例はない。

具体的には、占領期の愛護運動の経緯、占領軍上層部の夫人たちの関与と、日本側関係者

との交渉過程に生じた愛護団体の変質、欧米諸外国からの視線とそれに対する日本側の対

応の推移、動物愛護に関する法律の制定過程、動物病院設置の展開と意義、政府による法

律施行と地方自治体の現場における対応との齟齬、都市部と農村部との地域差、随伴して

発生した社会的事件や法律の実効性に関する論争、地方自治体の地域差や年代差を含む多

様な模索（「捕獲器」の貸し出し）などの実態が、明確に摘出されている。  
日本動物愛護協会ほかの未公開資料の閲覧、各種統計資料の分析、当時の新聞記事の精

査などにより、多岐にわたる事象を発掘し、多角的な検討を加えつつ状況を復元し、個別

の特異な事例とその社会的反響を適切に歴史的に位置づけ、現存史料の欠落部分に関して

も、説得力ある推測によってこれを埋めることに成功している。これにより「動物愛護政

策」が実際には「行政による犬猫の殺処分」とならざるを得なかった事情から、2000 年以

降の「殺処分」を回避する法改正、「野良猫」撲滅を目指す世論形成に至る経緯と社会意識

の変貌とを視野に収め、「犬猫」と日本社会との「戦後関係史」という未開拓な分野を立ち

上げている。とりわけ「愛護」の対象と認定された動物の置かれた環境から人間社会を問

い直すという視点、発想の転換は、問題意識、方法論としても斬新な提案であり、文理を

跨ぐ社会的課題を巡り、立法過程に踏み込みつつ、従来の通念への再考を迫っている。  
 第一部「動物愛護運動理念の再興 1947－1955」では日本動物愛護協会の成立から分裂、

日本動物福祉協会創設の必然性を解明した。占領下から再独立の時期の政治社会状況およ

び関与した英米人と日本人関係者の社会背景や個性、さらには価値観の異同や対立を立体

的に浮かび上がらせており、同時代の社会史研究に一石を投じる成果と認められる。  
 第二部「高度成長期の動物愛護立法 1955－1973」では 1973 年の「動物の保護及び管

理に関する法律」制定にいたるまでの立法過程を、発掘した新発見資料をも動員して詳し

く再構成し、条文案の取捨選択の経緯と背景を解明した。当時の政治・行政と愛護団体の

関係、審議現場の駆け引きの記述も含め、法律学の分野でも前例を見ない成果である。  
第三部「動物保護行政とその現場 1973－2000」は法律施行後の「動物保護管理行政」

とりわけ動物遺棄の抑止と都道府県等による「猫の引き取り業務」が招いた混乱、関係者

が直面した矛盾・葛藤を、同時代の証言や新聞記事を駆使して浮彫りにした。価値観の相

克に翻弄される行政の姿や「殺処分」の不条理を冷静に分析する手際も特筆に値する。  



本論文は日本動物愛護協会の理念が動物保護管理法に直に投影されている事実を解明

する一方で、「愛護」が行政による「殺処分」を招いた経緯を「必然」と解釈し、その矛盾

に対する社会的自覚の定着が、2019 年の法改正に至ったもの、とする推論を提起する。審

査団はこの仮説構築と立証手続きを高く評価する傍ら、以下の課題を指摘した。①愛護運

動から除外された畜産関係の家畜の扱いを視野に入れる可能性。②発掘した英語原資料の

鍵となる概念 (例えば vivisection)他の精確かつ比較法学的な検討。③仮説立証の組み立て

と編年的記述とのより系統的・集約的な処理。④関係する団体組織の社会的役割の漸減傾

向と大衆意識の変貌との、より有機的な関連付け。⑤戦前の愛護運動との関連や欧米人主

導の社会運動の比較文化史的位置づけ。⑥21 世紀以降 20 年間の愛護運動の社会的展開と

の連関。だがこれらは、従来の欠落を周到に補う本論文の画期的達成により初めて明確と

なった新たな課題であり、本論文の意義を損なうものではない。本研究が必要な補正のう

え公刊され、それを足場として、ここに列挙した課題が今後実践的に解明されてゆくこと

を期待しつつ、審査委員会は全員一致で本論文を博士 (学術 )の授与に相応しいものと認定

した。  
  


